
国税庁からのお知らせ

国税庁の取組

国税庁 法人番号7000012050002

○ 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

に代えて

「申告のお知らせ」をお送りいたします

○ 近年、IＣＴ（情報・通信技術）を利用した申告件数が増加しており、税務署

から送付した申告書用紙が利用される割合は年々低下しています。

○ このため、国税庁では、資源保護及び行政コスト削減の観点から、平成32年（2020
年）４月決算分の確定申告以降、税理士関与のある法人※１を対象として、申告書等用
紙※２の送付に代えて、確定申告に必要な情報を記載した「申告のお知らせ※３」を送付
することとしております。
（※１） ｢税理士関与のある法人｣とは、前年の確定申告書に税務代理権限証書（税理士法第30条）が添付されて

いる法人を対象としております。
（※２） 「申告書等用紙」とは、法人税確定申告書については、各種別表、勘定科目内訳明細書、法人事業概

況説明書（調査課所管法人にあっては会社事業概況書）及び適用額明細書をいい、消費税確定申告書に
ついては、申告書、付表及び消費税の還付申告に関する明細書をいいます。

（※３） ｢申告のお知らせ｣とは、提出期限、提出部数及び中間税額等の情報を記載した書面です。

○ 申告の際は、e-Taxをご利用いただくか、国税庁ホームページ（www.nta.go. jp）
に申告書等用紙を掲載しておりますので、これを印刷してご使用いただけます。

◎ 大法人のe-Taxの義務化が始まります！
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、平成32年（2020年）４

月１日以後に開始する事業年度等から、大法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、決算書や勘定科目内訳明
細書などの添付書類も含めて、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。
国税庁においては、大法人のe-Taxの義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環

境整備を進めることとしています。

■ 対象税目・手続は？

■ 大法人とは？

<e-Taxの利用について>

法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等の提出

e-Taxは、オフィス、税理士事務所からインターネットを利用して、法人税や消費税等の申告・納付ができます。
なお、税理士等が納税者の依頼を受けてe-Taxにより申告書等を送信する場合には、納税者本人の電子署名の付

与及び電子証明書の添付は必要ありません。e-Taxをぜひご利用ください。
詳しい情報は、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

法人税等
① 内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円
を超える法人

② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

消費税等
① 上記「法人税等」で定義された大法人
② 国、地方公共団体
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